
                                              

 

 

令和７年１２月１日 

お客さま各位 

豊橋信用金庫 

個人インターネットバンキングサービスの振込限度額引下げについて 

平素より当金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

さて、近年インターネットバンキングを利用した不正送金被害が全国的に多発している状況を踏

まえ、お客さまの大切な預金を不正送金被害から守るために、お客さまの操作画面から振込限度額

の変更メニューを削除した上で、以下の通り振込限度額の引き下げを実施させていただきます。 

個人インターネットバンキングをご利用中のお客さまには大変ご不便をおかけすることとなり

ますが、何卒、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

記 

１．対象のお客さま 

   個人インターネットバンキングをご契約のお客さま 

２．実施日 

   令和８年１月５日（月）以降、順次引き下げを致します。 

３．内容 

（１）振込限度額変更メニューの削除 

   個人インターネットバンキングの「契約者情報変更画面」より「利用限度額変更」メニューを削

除させていただきます。 

   今後、振込限度額の変更をご希望されるお客さまは、営業店窓口にてお手続きをお願い致します。 

   なお、引上げを希望される場合は、お客さまのご事情等を総合的に勘案した上で、下表（２）の

上限金額を限度として引き上げの可否を判断させていただきますので予めご了承願います。 

 （２）振込限度額の引き下げ 

 １回、及び１日累計 

振込限度額 

１回、及び１日累計 

振込限度額 上限金額 

インターネット支店以外で 

個人インターネットバンキングご契約のお客さま 
５０万円 ２００万円まで 

インターネット支店で 

個人インターネットバンキングをご契約のお客さま 
５０万円 １，０００万円まで 

    

以  上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本件に関するお問い合わせは、お取引店へお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（豊橋信用金庫使用欄） 

 

                                

 

 

          

                                                                           OP:20-604 

                                                                                            

                                       用済み後廃棄                                              

 顧客番号        

処理日 処理時間 証印 処理印 受付印 

 
   ： 

   

取引店  ご依頼日  年     月    日 

ご 住 所 

 （代表口座お届出印） 

お 名 前 
（口座名義） 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

電話番号 （     ）    － 

契約者ＩＤ 
            

代表口座番号        

 

豊橋信用金庫御中 

 

 

個人インターネットバンキング振込限度額変更依頼書 

 

個人向け「ＷＥＢバンキングサービス」について、以下の通り届け出ます。 

 

※限度額の引き上げについては、お客様のご事情等を総合的に勘案した上で、引き上げの可否を判断

させて頂きますので予めご了承願います。 

チェックリスト 

□記入された限度額は設定可能範囲内 

＜限度額引き上げの場合のみ確認＞ 

□IB 開設後半年以上経過 

□引き上げ理由の確認 

□限度額引き上げに伴うリスクの説明 

□ワンタイムパスワードの利用推進 

 

営業店のご契約 
（インターネット支店以外のご契約） 

 
インターネット支店のご契約 


